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対象　次の①および②に該当する世帯
①本人または配偶者が39歳以下の世帯もしく
は15歳以下の子を養育する世帯
②平成24年1月1日以降に古河市に転入し、平
成27年1月1日～平成29年12月31日に住宅・
マンションを購入した世帯
交付額　右表のとおり
申請期間　新築・中古住宅を取得した日または
古河市に転入した日のいずれか遅い日から6カ
月以内

　 　企業誘致・定住促進室にある所定の
申請書等に記入のうえ、直接申し込み(申請書
等は、市公式ホームページからダウンロード

物件 内容 交付額

新築
住宅
購入

転入者住宅取得奨励金 40万円
市内業者施工奨励金 10万円
保留地取得奨励金 50万円

中古
住宅
購入

転入者住宅取得奨励金 40万円
市内業者リフォーム
施工奨励金 10万円

若者・子育て世帯定住促進奨励金制度
　若者・子育て世帯の転入者へ奨励金を交付し、古河市への定住をサポートします。

可。提出書類は返却しません)
※「若者・子育て世帯」定住促進サポートセン
ター(休日も開設)でも申請できます。
企業誘致・定住促進室☎92 - 3 1 1 1

平成 28 年度
篆刻美術館講座

■前期講座 4月～9月
①入門講座
期日　第2・4日曜日
時間　午後0時45分～2時45分
内容　篆

てん

刻
こく

未経験者、1・2年
経験者を対象に、書・篆刻を学
びます
講師　那

な

須
す

大
たい

卿
けい

・市
いち

川
かわ

両
りょう

僊
せん

費用　2万4,000円
②初級Ⅰ講座
期日　第2・4日曜日
時間　午後3時～5時
内容　篆刻3年以上経験者を対
象に、書・篆刻を学びます
講師　那須大卿・市川両僊
費用　2万4,000円
③木

もく

印
いん

講座
期日　第3土曜日
時間　午後1時～4時
内容　篆刻経験を問わず、木印
未経験者を対象に、木印製作を
学びます
講師　柳

やなぎ

濤
とう

雪
せつ

費用　1万2,000円
【以下共通】
定員　15人程度(定員を超えた

場合は初回者優先になります)
※用具、参考図書代は別途自己
負担になります。
※各講座の申込者が定員に満た
ないときは開講できない場合が
ありますので、あらかじめご了
承ください。

	 	 3月15日(火)までに
往復はがきに講座名・住所・氏
名・電話番号を記入のうえ、申
し込み［電話不可］
篆刻美術館美術学習室
☎21 - 1 1 4 1
〒306-0033古河市中央町2-4-18
篆刻美術館美術学習室　宛て

「ハナモモ」を
育ててくれる人を
募集します
　市観光協会では、市の花であ
る「ハナモモ」を市全体に広め
ていく取り組みとして、「ハナ
モモ」を育てていただける市民
を募集します。
応募資格　次の①～③すべてに
該当する人
①市内在住の人
②市内にハナモモを植えられる

環境のある人
③桃まつり期間中［3月19日
(土)～4月5日(火)］会場にお越
しいただける人
配布物　花桃苗１年物(剪

せん

定
てい

・
根巻き済みのもの)
配布数　50本
※1世帯1本。申し込み多数の
場合は抽選。なお、当選者の発
表は引換券の発送をもってかえ
させていただきます。
配布方法　3月19日(土)までに苗
の引換券を送付します。引換券
をお持ちいただき桃まつり期間
中に古河公

く

方
ぼう

公園(古河総合公
園)で配付します

	 	 3月10日(木)までに
電話で申し込み［土曜日・日曜
日を除く］
古河市観光協会(総和庁舎観光
物産課内)☎91 - 1811
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市役所への電話は 総和庁舎(本庁)☎ 9 2 － 3 1 1 1  古河庁舎☎ 2 2 － 5 1 1 1  三和庁舎☎ 7 6 － 1 5 1 1
窓口業務時間　午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)


